
令和２年度第１回定期監査 

 

監査の種別  地方自治法第 199 条第１項、第２項、第４項及び第７項の規定による監査 

監査の対象  生活環境部 シティセールス推進課 

監査の範囲   令和２年４月１日から令和２年９月 30 日までにおける事務の執行 

       令和元年度における財政援助団体等に対する補助金等に関する事務の執行 

実 施 期 間  令和２年 10月６日から令和２年 12月 25 日まで 

監 査 委 員  平田 敬太郎 ・ 杉山 行男 

 

【指摘事項】 

指摘事項 改善等措置 

（１）補助金交付申請書の確認手続について 

所管課が窓口で受理した補助金の交付申請

書について、補助要件の申告と調査同意につ

いての申請者の署名捺印が漏れているもの

や、積算経費等が鉛筆で記載され、書き直し

が容易な状態となっているものが一部に見受

けられた。申請書は公費を補助金として支出

するための重要な書類であることから、受付

時に書類の不備の有無を注意して確認し、受

理するようにされたい。 

補助金の交付申請書を始めとする各種関係

書類の確認手続については、指摘を受けたこと

も踏まえ、課内にて再度周知徹底を図りまし

た。 

今後の業務においては、確認者と確認者以外

の職員での二重確認も併せて徹底していきま

す。 

 

【意見・要望等】 

意見・要望等 改善等措置 

（１）書類確認作業実施の有無の明確化につ

いて 

 概算で支払われ、精算により金額が確定し

た福生市商工会補助事業費補助金（プレミア

ム商品券発行事業）について、福生市商工会

が提出した補助金実績報告書に誤りがあり、

精算すべき金額が実際よりも多く記載されて

いたが、所管課は、この誤りに気が付かず過

大に戻入金を受け取り、誤りが判明した後に

返還している。 

所管課によれば、当該事件の発生原因は補

助金実績報告書を収受した担当者の確認不足

であり、以後は担当者のみではなく複数人で

内容の正誤を確認し、再発を防止するとのこ

書類確認作業については、担当者と担当者以

外での二重確認を行った後に、決裁時には両者

の押印または署名をすることで課内の周知徹

底を図りました。 



とである。 

この再発防止策の確実な実施を担保するた

めには、上司がその履行を確認できるよう書

類上に証を残すことが必要である。内部統制

をより有効に機能させるため、確認作業実施

後、確認者が収受起案文書等に押印又は署名

することを業務フローに加えるよう要望す

る。 

（２）各補助金交付申請書等様式データの提

供について 

 福生市商工会や市内商栄会等から提出され

た各補助金の交付申請書や実績報告書等につ

いて、円記号の表記がないものや文書件名が

要綱の様式と一部異なるものが見受けられ

た。毎年同じ事業の補助金を申請する団体等

については、表計算ソフト等を用いて各自で

申請書等を作成して提出する場合が多いこと

から、不備が発生しているものである。 

先にも述べたとおり、申請書等は公費を補

助金として支出するための重要な書類である

ため、必要に応じ、所管課において表計算ソ

フト等で様式を作成し、申請者へ電子データ

で提供することを検討されたい。 

各種補助金の交付申請書を始めとする各種

様式については、毎年、当課において作成した

様式を電子データで提供し、また、申請等にお

いてもそれを基本として提出していただくよ

う周知徹底を図ります。 

また、当課における確認作業も併せて徹底を

図っていきます。 

 



令和２年度第１回定期監査 

 

監査の種別  地方自治法第 199 条第１項、第２項、第４項及び第７項の規定による監査 

監査の対象  生活環境部 環境課 

監査の範囲   令和２年４月１日から令和２年９月 30 日までにおける事務の執行 

       令和元年度における財政援助団体等に対する補助金等に関する事務の執行 

実 施 期 間  令和２年 10月６日から令和２年 12月 25 日まで 

監 査 委 員  平田 敬太郎 ・ 杉山 行男 

 

【指摘事項】 

指摘事項 改善等措置 

（１）物品購入手続について 

 物品購入について、執行伺起票日より前の

日付で物品が納品されている伝票が散見さ

れ、そのうち２件は年度開始前に納品されて

いた。 

業務の都合上、急ぎ購入しなければならな

い消耗品について、先に注文したため、執行

伺の起票と納品が前後してしまったとのこと

である。 

上司の決裁を受けず購入してしまうこと

は、不正な契約、購入方法であり、業者との

癒着等のきっかけとなる場合もあり得る。ま

た、通常の物品購入は契約行為として支出負

担行為を伴うものであり、年度開始前の履行

は認められていない。所管課においては、所

属職員に対し、今一度基本的な事項も含め、

契約事務を適切に執り行うよう指導された

い。 

適切な契約事務の手続について、課内の職員

相互で今一度確認を行い、再発防止を徹底し

た。 

（２）廃棄物処理手数料の納入期限について 

 福生市一般廃棄物処理手数料収納事務等委

託契約書及び廃棄物処理手数料収納事務等委

託契約書によれば、受注者が収納した処理手

数料は、翌月の 25 日（25 日が土曜日、日曜

日、祝日の場合は、その翌日）までに市指定

金融機関又は収納代理金融機関に納付するも

のとされている。しかしながら、所管課が発

行した納付書を確認すると、納入期限が翌月

末日（平日最終日）に設定されており、契約

令和３年度の契約書については、翌月末日ま

でに納付する規定に改め、適正な事務処理を行

った。 



書の規定と相違していた。実際に令和２年４

月分については、５月 26 日（火）に納付され

ており、納付書の納入期限である５月 29日

（金）までには履行されているが、契約書に

規定された期限となる５月 25 日（月）までに

は履行されていなかった。 

所管課によれば、処理手数料の納入期限は翌

月末日までが正しく、翌月の 25 日までとする

契約書の規定が以前から誤っていたとのこと

であるが、この相違が生じた経緯をよく確認

し、翌月末日までとすることに問題がないの

であれば、実際の運用が契約違反とならない

よう契約書の規定を改正されたい。 

 

 

【意見・要望等】 

意見・要望等 改善等措置 

（１）サイクルシェアリング事業の継続に係

る検討について 

 平成 30年度及び令和元年度決算審査意見書

においても述べてきたように、サイクルシェ

アリング事業の近年の利用実績はほぼ横ばい

で推移し、600 万円を超える単年度経費を考慮

すると、今後の事業の在り方を検討し、何ら

かの方向性を示すべき時期にあると思われ

る。 

所管課においては、民間活力の導入も視野

に入れて調査及び検証を進めているとのこと

であるが、備品や設備の経年劣化は着実に進

行しているため、遅くとも多額の経費負担が

見込まれる設備の更新期限を一つの目安とし

て事業の方向性を決定されるよう要望する。 

 

補助金を活用し取得した備品等の処分制限

が外れる令和３年度において、廃止を含めた既

存事業の見直しを行うとともに、民間活力の導

入を前提に、広域利用の視点で新規事業の実施

について取り組んでいく。 

（２）保存樹林地等指定箇所の標識設置につ

いて 

保存樹林地等として、保全協定を締結した者

は、福生市の緑を守り育てる条例施行規則第８

条の規定に基づき、標識を設置しなければなら

ないとされているが、実務上は所管課において

作成した標識を設置しており、樹木等の種類に

標識の作成方法の見直しを含め、規則に沿っ

た運用ができるよう対応していく。 



よっては作成が間に合わず、設置できていない

指定箇所もあるとのことである。 

標識の設置は規則に定められた事項であり、

速やかに対応されるよう要望する。 

（３）塵芥処理手数料の納期限に関する規定に

ついて 
福生市廃棄物の処理及び再利用の促進に関す

る条例施行規則によれば、第 31 条第１項に

「廃棄物の処理手数料・・・（中略）・・・は、

廃棄物（塵芥）処理手数料納入通知書兼領収

書・・・（中略）・・・により、処理した日の属

する月の翌月の末日までに徴収する。」とあ

る。しかしながら、東京都下の市について廃棄

物処理手数料に関する同様の規則を調査したと

ころ、「（期限）までに徴収する」という文言を

用いているのは福生市のみであり、他市におい

ては、例えば「徴収は納入通知書兼領収書によ

り行う。納期限は翌月末日とする。」などのよ

うに徴収方法と納期限を分けて定めている場合

が多く見受けられた。 
所管課は、規定の「徴収する」という行為

が、納付義務者が指定金融機関等に納付する

時点と認識し、塵芥処理手数料の納付書の納

期限を翌月末日に設定しているが、他市と同

様に徴収方法と納期限を分けて定めれば、規

定に従っていることがより明確となるため、

規則を改正されるよう要望する。 

「徴収する」とは、納付書の納期限と認識し

ており、施行規則の記載は誤りではないことか

ら、徴収方法と納期限を分けて定めることにつ

いては研究していく。 

 



令和２年度第１回定期監査 

 

監査の種別  地方自治法第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

監査の対象  教育部 教育総務課 

監査の範囲   令和２年４月１日から令和２年９月 30 日までにおける事務の執行 

実 施 期 間  令和２年 10月６日から令和２年 12月 25 日まで 

監 査 委 員  平田 敬太郎 ・ 杉山 行男 

 

【指摘事項】 

指摘事項 改善等措置 

（１）超過勤務等命令簿について 
超過勤務等命令簿に記入した勤務時間が、

退庁の際に職員証をカードスキャンした時間

より遅いケースが見受けられた。前回平成 25

年度の定期監査でも同様の指摘がされてお

り、超過勤務手当の過大支給が生じるおそれ

があるため、適正な勤務時間の記入を徹底さ

れたい。 

超過勤務命令簿に終了時刻を記入する際は、

勤務終了時刻及び職員証をカードスキャンし

た時刻を確認した上で記入することを徹底す

るよう、再度指導した。 

（２）契約事務について 
各小・中学校電気保安業務委託の委託契約

約款及び業務委託仕様書により、着手届や業

務責任者通知書の提出及び連絡体制の確保に

ついては、受注者が契約締結後に行うもので

あるが、書類が未提出のため確認ができなか

った。所管課においては、書類の受領漏れが

発生しないようチェックを行うなど適正な事

務処理をされたい。 

提出物管理表をサーバー上の委託フォルダ

に作成し、契約状況及び書類の提出状況を係内

で共有できる体制とした。 

これにより、提出時に担当者が状況を入力

し、更に係長が二重チェックを行うことで、書

類の受領漏れがないよう事務処理を行う。 

 



令和２年度第１回定期監査 

 

監査の種別  地方自治法第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

監査の対象  選挙管理委員会 

監査の範囲   令和２年４月１日から令和２年９月 30 日までにおける事務の執行 

実 施 期 間  令和２年 10月６日から令和２年 12月 25 日まで 

監 査 委 員  平田 敬太郎 ・ 杉山 行男 

 

【指摘事項】 

指摘事項 改善等措置 

（１）郵便切手等の適正な管理について 
 郵便切手等管理簿（受払簿）を確認したとこ

ろ、次のとおり不適切な管理状況が見受けられ

た。 
 ア 郵便切手等管理簿（受払簿）に使用者と

用途の記載がない。 
イ 現存する切手及びレターパックの枚数と

郵便切手等管理簿（受払簿）の記載枚数が

一致していない。 
郵便切手等の保管及び使用に対して、適切

かつ厳正な管理を徹底され、その使用履歴に

対する明確な透明性を確保されたい。 

（１） 郵便切手等の適正な管理について 

ア 郵便切手等管理簿（受払簿）の見直しを

行い、使用者と用途について記載できる管

理簿に改めた。 

イ 使用の都度、切手、レターパックの残数

を確認し、常に厳正な管理を徹底する。 

 

（２）適正な文書管理について     
ア 福生市文書管理規程第 13 条（文書取扱

者の処理）では、配布を受けた文書は、

速やかにシステムに入力し、文書収受票

を出力し、供覧に供しなければならない

と規定されているが、相手方の発番があ

る文書について回付印で対応している文

書が散見された。また、定例又は簡易な

文書について日付収受印、回付印がなく

閲覧した職員の印のみ押印されている文

書が散見された。 
イ 福生市文書管理規程第 15 条（起案文書

の処理）では、起案文書の作成に当たっ

ては、起案用紙を出力することと規定さ

れており、第７号様式では、決裁日、施

行日を記載することとされているが、起

案文書について、決裁、施行の処理日の

（２）適正な文書管理について 
ア 福生市文書管理規定に基づき、原則シス

テムに入力をするように徹底し、定例又は

簡易な文書については日付収受印を押し

たうえで回付印を用い、処理をするように

する。 

イ 起案文書に決裁日、施行日を記載するよ

うに係内で共通認識のもと改める。 

ウ 文書の保管について、指摘のとおり本来

の保管場所に保管するように改める。 



記載漏れが散見された。 
ウ 福生市文書管理規程第 22 条の２では、

文書は、原則としてファイリングシステ

ムを利用し、いつでも容易に取り出せる

よう常に整理しておくとともに執務中を

除き、所定の場所に保管しておかなけれ

ばならないと規定されているが、伝票フ

ァイル内に契約締結伺や起案文書等の原

本が一緒に綴られていた。 
情報公開制度の的確な運用を期するために

も、福生市文書管理規定に基づき文書事務の

適正かつ能率的な処理を図ることを徹底され

たい。 
 

（３）契約事務について    
物品購入事務において、見積書に日付が記

載されていない、入札・見積経過調書はある

が指名伺がない、見積経過調書の執行者欄が

未入力などの書類の不備が散見された。 
契約事務の執行にあたっては、「契約事務の

流れ」、「契約の手引き」、「福生市随意契約ガ

イドライン」等を参考に、適正な事務処理に

努められたい。 

（３）契約事務について 
 契約事務の執行にあたっては、「契約事務の

流れ」、「契約の手引き」、「福生市随意契約ガイ

ドライン」等を改めて確認し、適正な事務処理

に努める。 

 

【意見・要望等】 

意見・要望等 改善等措置 

（１）情報収集の取組について 
東京都知事選挙ポスター掲示場設置撤去委託

は、入札不調となり流用の後、改めて入札を行

い契約に至った。他自治体では早期に発注事務

を開始しており、受注者は既にまとまった受注

を得ていた状況下であったため、当初予算額に

よる入札が不調となったとのことである。 
不要な支出を防ぐため、事前に他自治体の

動向を調査するなど、普段から情報収集に努

められるよう要望する。 
 

（１）情報収集の取組について 
 他自治体の動向を調査し、今後執行される選

挙の際には、早期に発注事務を開始するように

改め、不要な支出を防ぐようにする。 



（２）備品の適正な管理について   
重要備品については、執務室内にあるため

日頃から目視により確認しており、さくら会

館で保管しているその他の備品については年

度当初や選挙前に現地で確認しているが、備

品台帳による確認は行っていないとのことで

ある。 
備品の確認については、備品台帳一覧表の

記載どおりに全ての備品が存在しているか、

重要備品にシールが貼り付けられているか、

について会計課が毎年度各課へ依頼し実施し

ており、このルールにのっとり適正に管理す

るよう要望する。 

（２）備品の適正な管理について   
備品台帳一覧表の記載どおりに全ての備品

が存在しているか、一つ一つ確認をし、ルール

にのっとり適正に管理をするように改めた。 

 



令和２年度第１回定期監査 

 

監査の種別  地方自治法第 199 条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

監査の対象  会計課 

監査の範囲   令和２年４月１日から令和２年９月 30 日までにおける事務の執行 

実 施 期 間  令和２年 10月６日から令和２年 12月 25 日まで 

監 査 委 員  平田 敬太郎 ・ 杉山 行男 

 

【意見・要望等】 

意見・要望等 改善等措置 

（１）会計課執務室の防犯対策について 
会計課の執務室には指定金融機関派出所窓

口があり、常時、多額の現金を取り扱ってい

る。また、執務室奥には金庫室があり、会計

課留め置き現金に加え、他課の手提げ金庫等

が預けられ、保管されている。現在は、職員

の出入りのため執務室や金庫室の扉が開放さ

れているが、無防備に見える状態は犯罪を誘

発する可能性があり、利便性よりも安全性を

優先した運用を検討されたい。また、万が一

の事件発生に備え、防犯用物品等を常備され

るよう要望する。 
 

会計課執務室及び金庫室の扉は原則閉めた

状態を常とする旨を庁内掲示板で共有いたし

ました。また、万が一の事件発生に備え、防犯

用物品を導入いたしました。 

 

 


